






















７ 小 障 第 ２ ９ ６ ９ 号  

令和７年１２月２６日  

 

公益社団法人  日本オストミー協会  

愛知県支部  支部長  平尾  幸一  様  

 

小牧市長  山下  史守朗  

 

給付基準額に関する見直しについて（回答）  

 平素は、本市の福祉行政に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  

 令和７年９月２０日付けでいただきました要望について、下記のとおり

回答させていただきます。  

記  

 

要望項目：現行の給付基準額を増額していただきたい。  

現行  消化器系ストーマ装具   8,858 円  ⇒  13,000 円  

尿路系ストーマ装具    11,639 円  ⇒  15,000 円  

 

（回答）  

本市では障がいのある方、難病の方の日常生活を容易にするため、日常

生活用具給付事業において、人工肛門・人口膀胱造設者の排泄管支援用具

である消化器系ストーマ装具及び尿路系ストーマ装具を給付対象種目とし

ております。  

貴協会からの要望項目にありました消化器系ストーマ装具及び尿路系ス

トーマ装具における給付基準額の増額について、本市において現時点では

改定する予定はありません。  

しかしながら、本市では独自の助成制度として、原則、自己負担が 10%で

あるところを市が 5%助成しており、自己負担は 5%としております。  

本市では日常生活用具給付事業において、近年、種目の追加を実施して

きましたが、全体としての見直しは実施していないことから、近隣市町村

の動向を調査研究するとともに、他の種目の給付基準額や耐用年数の見直

し、種目の追加・削減等と併せて、消化器系ストーマ装具及び尿路系スト

ーマ装具の給付基準額の見直しを実施していく必要があると考えておりま

す。  


